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今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
人

事
案
件
は
、
次
の
方
の
選
任
に

同
意
し
ま
し
た
。�

（
敬
称
略
）

　
財
産
区
管
理
委
員

�

辻
中
　
源

　
今
定
例
会
で
次
の
決
議
を
可

決
し
、
そ
の
実
現
を
関
係
各
機

関
に
要
望
し
ま
し
た
。

▼�

産
後
ケ
ア
体
制
の
支
援
強
化

を
求
め
る
意
見
書

　�

（
要
旨
）
出
産
に
よ
り
女
性

　
市
民
の
皆
様
に
は
、
平
素

よ
り
市
議
会
に
対
し
ま
し

て
、
多
大
な
る
ご
協
力
を
た

ま
わ
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　
二
元
代
表
制
に
お
け
る
市

議
会
の
役
目
は
、
各
自
治
体

ち
づ
く
り
に
邁
進
し
て
い
く

所
存
で
す
。

　
厳
し
い
ご
指
摘
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
政
務
活
動
費

に
つ
き
ま
し
て
は
、
再
発
防

止
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、

信
頼
回
復
に
向
け
、
議
会
改

の
自
己
決
定
・
自
己

責
任
が
問
わ
れ
る
時

代
に
お
き
ま
し
て
、

そ
の
重
大
さ
は
増
し

て
お
り
ま
す
。
市
議

革
を
行
っ
て
い
く
決

意
で
あ
り
ま
す
。
ご

心
配
を
お
掛
け
し
て

お
り
ま
す
こ
と
を
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

会
の
力
を
最
大
限
に
引
き
出

し
、
活
力
あ
ふ
れ
る
議
会
運

営
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
高
い
頂
を
め

ざ
し
、
経
済
の
活
性
化
、
福

祉
の
充
実
と
い
っ
た
、
安
心

・
安
全
、
人
に
や
さ
し
い
ま

　
何
よ
り
も
東
大
阪
市
が
よ

り
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
と
な

る
よ
う
、
日
々
の
議
会
運
営

に
あ
た
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

な
に
と
ぞ
ご
支
援
の
ほ
ど
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

の
心
身
に
は
大
き
な
負
担
が

生
じ
、
特
に
出
産
直
後
か
ら

一
か
月
間
は
、
身
体
的
な
負

荷
に
加
え
て
、
急
激
な
ホ
ル

モ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
で
、

精
神
的
に
不
安
定
に
な
る
傾

向
が
強
く
、
出
産
直
後
の
母

親
へ
の
精
神
的
・
身
体
的
な

サ
ポ
ー
ト
は
欠
か
せ
な
い
も

の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
少

子
化
対
策
を
推
進
す
る
に
あ

た
り
、「
妊
娠
・
出
産
包
括
支

援
モ
デ
ル
事
業
」
を
利
用
者

負
担
軽
減
策
と
同
時
に
実
施

し
、
出
産
後
の
母
子
の
こ
こ

ろ
と
か
ら
だ
の
適
切
な
ケ
ア

が
で
き
る
人
材
育
成
研
修
を

行
い
、
産
後
ケ
ア
を
提
供
で

き
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

▼�

軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
に
関
わ

る
周
知
及
び
労
災
認
定
基
準

の
改
正
な
ど
を
求
め
る
意
見

書
　�

（
要
旨
）
日
本
の
医
療
に
お

い
て
知
ら
れ
て
い
な
い
軽
度

外
傷
性
脳
損
傷
は
、
画
像
検

査
で
は
異
常
が
見
つ
か
り
に

く
く
、
ま
た
、
本
人
や
家

族
、
周
囲
が
病
態
を
知
ら
な

い
た
め
に
誤
解
が
生
じ
、
苦

し
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。

医
療
機
関
を
は
じ
め
、
国

民
、
教
育
機
関
へ
の
啓
発
・

周
知
を
図
り
、
診
断
可
能
で

あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
神

経
学
的
検
査
な
ど
の
判
定
方

法
を
導
入
し
、
業
務
上
の
災

害
等
に
よ
る
後
遺
障
害
が
残

存
し
た
労
働
者
が
労
災
の
障

害
（
補
償
）
年
金
が
受
給
で

き
る
よ
う
労
災
認
定
基
準
を

改
正
す
る
こ
と
。

▼�

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対

す
る
医
療
費
助
成
の
拡
充
を

求
め
る
意
見
書

　�

（
要
旨
）
現
在
の
ウ
イ
ル
ス

性
肝
炎
患
者
に
対
す
る
医
療

費
助
成
制
度
で
は
、
対
象
か

ら
外
れ
て
い
る
患
者
が
相
当

数
に
の
ぼ
り
、
特
に
、
肝
硬

変
・
肝
が
ん
患
者
は
高
額
の

医
療
費
負
担
に
よ
り
生
活
に

困
難
を
来
し
て
い
る
。
ま

た
、
肝
疾
患
も
対
象
で
は
あ

る
が
、
生
活
支
援
の
実
効
性

を
発
揮
し
て
い
な
い
身
体
障

害
者
福
祉
法
の
厳
し
い
認
定

基
準
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝
硬

変
・
肝
が
ん
に
係
る
医
療
費

助
成
制
度
を
創
設
し
、
身
体

障
害
者
福
祉
法
上
の
肝
機
能

障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者
手

帳
の
認
定
基
準
を
緩
和
し
、

患
者
の
実
態
に
応
じ
た
認
定

制
度
に
す
る
こ
と
。
さ
ら

に
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
の

未
受
検
者
、
ウ
イ
ル
ス
検
査

陽
性
者
の
未
治
療
者
の
実
態

を
調
査
し
、
早
期
発
見
・
早

期
治
療
に
つ
な
げ
る
施
策
を

講
じ
る
こ
と
。

▼�

難
病
対
策
の
充
実
等
を
求
め

る
意
見
書

　�

（
要
旨
）
難
病
新
法
に
つ
い

て
は
、
医
療
費
助
成
の
対
象

が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
る
が
、

難
病
の
疾
患
区
分
に
不
公
平

感
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

全
般
的
な
見
直
し
が
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
。
見
直
し
に

あ
た
っ
て
の
制
度
設
計
は
、

地
方
自
治
体
か
ら
の
意
見
を

十
分
に
反
映
さ
せ
、
患
者
の

病
名
な
ど
に
よ
る
区
分
で
拡

充
・
強
化
し
、
早
急
に
法
制

化
の
手
続
き
を
進
め
る
こ

と
。
ま
た
、
特
定
疾
患
対
象

外
の
難
病
、
疾
病
患
者
の
救

済
措
置
を
実
施
し
、
さ
ら

に
、
患
者
を
ス
ム
ー
ズ
に
専

門
医
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う

厚
生
労
働
省
か
ら
難
病
の
周

知
教
育
を
医
療
現
場
へ
徹
底

す
る
こ
と
。

　
次
の
請
願
は
、
所
管
の
常
任

委
員
会
で
審
査
さ
れ
、
ま
た
、

陳
情
は
所
管
の
委
員
会
へ
回
付

さ
れ
ま
し
た
。

◆�

閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
っ

た
請
願

▼�

旭
町
庁
舎
と
旭
町
図
書
館
を

守
る
請
願
（
継
続
審
査
事

件
）

▼�

す
べ
て
の
子
ど
も
の
権
利
が

保
障
さ
れ
る
保
育
・
子
育
て

支
援
制
度
の
実
現
を
求
め
る

請
願
（
継
続
審
査
事
件
）

▼��

市
民
の
生
涯
学
習
の
場
で
あ

る
青
少
年
女
性
セ
ン
タ
ー
の

存
続
を
求
め
る
請
願
（
継
続

審
査
事
件
）

◆
陳
情

▼�

「
子
ど
も
」
表
記
の
訂
正
に

つ
い
て
の
陳
情

て
い
る
。

　
（
仮
称
）
東
大
阪
市
新
障
害

児
者
支
援
拠
点
施
設
新
築
工
事

に
関
す
る
請
負
契
約
締
結
の
件

に
つ
い
て
は
、
施
設
を
新
築

し
、
早
期
に
整
備
を
図
る
こ
と

に
つ
い
て
は
反
対
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
入
札
に
関
し
て
こ

の
案
件
は
二
社
し
か
入
札
参
加

が
な
く
、
落
札
者
は
九
十
四
・

九
九
％
で
落
札
、
も
う
一
社
は

九
十
七
％
で
応
札
を
し
て
お

り
、
極
め
て
談
合
の
疑
い
が
高

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
入
札

の
あ
り
方
や
業
者
へ
の
指
導
の

見
直
し
を
求
め
反
対
す
る
も
の

で
あ
る
。

請
願・
陳
情

意
見
書
決
議

討

論

財
産
区
管
理
委
員
の

選
任
に
同
意

◆
日
本
共
産
党

　
全
国
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
連

絡
会
議
は
、
落
札
率
が
九
十
五

％
以
上
を
談
合
の
疑
い
が
極
め

て
強
い
ケ
ー
ス
、
落
札
率
九
十

％
か
ら
九
十
五
％
を
談
合
の
疑

い
が
あ
る
ケ
ー
ス
と
定
義
す
る

九
十
五
％
ル
ー
ル
が
あ
る
と
し

　
平
成
二
十
五
年
度
決
算
認
定

議
案
等
十
六
件
を
閉
会
中
に
審

査
す
る
た
め
、
十
二
名
で
構
成

す
る
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を

設
置
し
ま
し
た
。

　
委
員
長
　�

　
広
岡
賀
代
子

　
副
委
員
長�

　
　
嶋
倉
久
美
子

　
委
　
　
員
　
　
米
田
　
英
教

�

安
田
　
秀
夫

�

吉
田
　
聖
子

�

右
近
　
徳
博

�

岡
　
修
一
郎

�

鳥
居
善
太
郎

�

内
海
　
公
仁

�

飯
田
　
芳
春

�

寺
田
　
広
昭

�

藤
本
　
卓
司

決
算
審
査
特
別

委
員
会
を
設
置

正
副
議
長

あ
い
さ
つ


